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はじめにはじめに

障害者自立支援法において

精神障害者対策の柱

地域移行支援事業において

就労は大きな課題

精神障害者の就労支援

実際の就労に結びつけることは非常に難しい



当保健所での精神障害者の就労支援

地域の事業所及び精神科病院等と連携

社会適応訓練事業に取り組んでいる

長期入院

経験者

訓練

正規雇用



精神障害者社会適応訓練事業精神障害者社会適応訓練事業

事業の沿革

＊昭和６２年度 「通院患者リハビリテーショ

ン事業」として創設

＊平成７年度 「精神障害者社会適応訓練

事業」として精神保健福祉法に法定化

精神保健福祉法 第５０条

＊平成１５年度 一般財源化



登録事業所 ７７カ所

受け入れ事業所 １７カ所

３３名が事業を利用

宮崎県の協力事業所数宮崎県の協力事業所数（平成２１年度）（平成２１年度）



当保健所管内の利用者受け入れ事業所当保健所管内の利用者受け入れ事業所（Ｈ（Ｈ22.3.3122.3.31））

事業所 訓練内容 登録年 通所者

A 農作業 H２１ １

B 農作業 H１７ ５

C リネン作業 H１３ ２

D 清掃業務 H１４ １

E パン製造 H２１ １



訓練終了後の現状（訓練終了後の現状（HH１８～２１年度）１８～２１年度）

状 況 人数

協力事業所以外へ就労 ４

協力事業所へ就労 ５

精神障害者作業所に通所中 ２

在宅（家事等） ３

入院 ３

合 計 １７



就労との関連要因就労との関連要因

変 数 カテゴリー
就労有り

ｎ（％）

就労無し

ｎ（％）
P値

性別 男性 9（100） 6（75.0） 0.21

疾患 統合失調症 8（88.9） 7（87.5） 1.00

発症年齢 １９～２９歳 4（44.4） 8（100） 0.03

３０～３９歳 5（55.6） 0（0）

生活保護受給 有 2（22.2） 3（37.5） 0.62

社会適応訓練 3年間利用 6（66.7） 0（0） 0.009



就労に繋がった者の傾向就労に繋がった者の傾向

訓練を３年間利用

達成感が得られ、就労の準備性が高まった

発症年齢が高い
作業能力や対人関係能力が影響

男性
社会的役割を求める傾向が強い



A氏
男性

統合失調症

約20年間入院

医療機関

生活訓練施設
地域活動支援センター

デイケア

訓練開始前の事例



保健師の支援

訓練開始前の
作業体験

レクリエーション、花
見、誕生会等開催

頻回な訪問・面接

訓練への不安

うまく馴染めない

気持ちが不安定



A氏
男性

統合失調症

約20年間入院

協力事業所

医療機関

生活訓練施設・地域活動
支援センター・デイケア

保 健 所

訓練開始後の事例



社会適応訓練事業と就労支援事業の比較

社会適応訓練事業
障害者自立支援法の

就労支援事業

対象者 精神障がい者 身体・知的・精神障がい者

人員基準 なし あり

設備基準 なし あり



社会適応訓練事業の利点社会適応訓練事業の利点

体調に合わせた訓練が可能

医療や保健、福祉のサポートがある

一般就労者との交流の機会がある

訓練後に協力事業所へ雇用の機会
がある



＊ハローワーク等との連携による協力事

業所の開拓

＊個別評価を行うための支援記録の整備

今後の課題

＊研修会の開催等による事業主支援の

取り組み



おわりにおわりに

長期入院や障がいにより生活のしづらさ感じる

人々にとって就労は大きな意味を持つ

社会適応訓練事業を有効に活用し、
基盤づくりを行う

ハローワークや障害者就業・
生活支援センター等と連携し
ながら・・・


